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【ほどがや・まちの応援隊 登録と活動の手引き】
[登録要件]
●保土ケ谷区在住・在勤・在学者または近隣区住民であること。

●知識、経験、特技、技能、技術等を持ち、依頼に応じて教育普及、技術指導、実演等または

支援ができること。

●市民公益活動・生涯学習の活性化に理解があり、自分の能力を地域のために役立てる意欲が

あること。

●政治、宗教、営利を目的とした活動をしないこと。

[登録期間]
●原則、登録または更新された年の翌年度末（3月31日）までの登録となります。更新を希望する場合は
手続きをお願いします。

[費用］
●活動にかかる費用（交通費、材料費等の実費）については、依頼者と「まちの応援隊」が事前に調整し

て決定した金額を依頼者が負担します。

[報告]
●登録者は、依頼された事業の終了後、速やかに実施報告書をセンターに提出してください。

[登録変更・抹消]
●記載事項の変更があった場合は、すみやかにセンターにお知らせください。

●登録の抹消を希望する場合は、「ほどがや・まちの応援隊抹消申請書」をセンターに提出してください。

●登録者が更新をしない場合は、自動抹消されますので、あらかじめご了承ください。

●登録内容に偽りがあることが判明した場合、登録は抹消されることがあります。

[ 誓約欄］
■「ほどがや・まちの応援隊登録と活動の手引き」に同意し、内容を順守します。

□同意する 自署：

■本人確認にご協力をお願いします。 □本人確認書類（ ）

■登録のメールアドレスでアワーズから送られる各種事業などのお知らせを受け取る □同意する


